
第２節 廃棄物の適正処理の確保                          

１ 適正処理の確保と不適正処理の防止 

 (1) 一般廃棄物 

  ① 現況 

    従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済構造に加え、住民の都市型生

活への指向は、ごみ排出量の増大や質の多様化をもたらし、その処理・処分に伴

いダイオキシン類の発生や最終処分場のひっ迫等の問題を引き起こしてきた。こ

のような問題を解決するためには、これまでの廃棄物を効率よく、かつ、安全に

処理・処分する必要があることから、ごみの排出をできるだけ抑制し、資源とし

て有効利用できるものは極力再生利用する、新たな循環型処理システムへの転換

を一層促進する必要がある。 

    一方、し尿や生活雑排水のいわゆる生活排水対策の推進も、身近な河川や海など

の水質浄化を図る上で重要な課題となっている。このため、し尿処理施設の高度処

理を推し進めるとともに、生活雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽の設置整

備事業等を推進している。合併処理浄化槽は、28年度末で浄化槽全体の55.5％しか

なく、未だ単独処理浄化槽が約５割を占めている。単独処理浄化槽では、生活雑排

水がそのまま河川等に放流されていることから、単独処理浄化槽から合併処理浄化

槽への転換が求められており、県としてもこれに積極的に取り組んでいるところで

ある。 

    県では、ごみの減量、リサイクルの推進についての市町の積極的な取組指導と併

せて、市町が実施する廃棄物処理施設の整備などに対して、技術的援助を行うとと

もに、ごみ問題等に対する県民への啓発を積極的に進めている。 

ア ごみ処理の状況（Ｈ29実績値） 

     廃棄物の循環的利用を促進し、環境負荷を低減するため、効率的で安全性の高

い処理施設の整備を図っており、平成29年度末では、ごみ焼却施設14施設（ゴミ

燃料化施設（RDF）１施設を含む。）（能力 1,894ｔ/日）（資料編11－１参照）、

資源化施設であるリサイクルプラザ・センター・推進施設９施設（171.4ｔ/日）

（資料編11－４参照）などが整備されている。 

また、県人口の99.9％（約1,395千人）についてごみの収集処理が行われてお

り、図２－３－１のとおり、年間総排出量は、約46.0万ｔ、県民１人１日当たり

のごみ排出量は902ｇとなっている。そのうち、収集ごみ及び直接搬入ごみの

79.7％が焼却施設で直接処理され、2.0％が直接埋立処分、約9.1万ｔが資源化さ

れ（集団回収量を含む。）、リサイクル率は、17.9％となっている。なお、一般

廃棄物最終処分場の現況は、資料編11－３のとおりである。 

   イ し尿処理の状況 

     し尿の処理は、し尿処理施設、浄化槽、コミュニティ・プラント及び公共下水

道により行われている（図２－３－２参照）。 

     汲み取りし尿人口は、約11.3万人で県人口の8.2％に相当する。また、し尿処

－ 177 －



 
 
 

総 
 

 

人 
 

 

口  

計

画

収

集

人

口 

1,395 

 千人 

1,395 
千人 
自家処 
理人口 
0 人 

図２－３－１  ごみの排出及び処理状況（平成 29 年度実績値） 
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【処理】 

ごみ量（単位：t/年） 

直接焼却    348,907 (77.9%) 

焼却以外の 
中間処理 

75,091 (16.8%) 

直接資源化   14,821 (3.3%) 

直接埋立    9,236 (2.0%) 

資源化      82,031 

 

リサイクル量   91,176(17.9%) 

 （資源化＋集団回収） 

理施設は12施設 1,328kℓ/日が整備されている（資料編11－２参照）。 

     浄化槽は、約17万基が設置され、処理人口は約48.6万人であり、普及率は約

35.0％である。 

     コミュニティ・プラントは、７施設で処理人口は約3.2千人であり、普及率は

約0.2％である。 
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※ 浄化槽人口は、単独処理浄化槽人口、合併処理浄化槽人口、農業集落・漁業集落排水処理施設人口の合計である。 
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ウ 家庭ごみの分別排出区分の状況 

     家庭ごみの分別排出区分は、各市町におけるごみ処理施設等の整備状況や住民

の協力体制など、それぞれの地域事情に応じて設定されており、県内市町では31

年３月末現在、23種分別（西予市）から11種分別（松山市、上島町、愛南町）ま

で様々な区分となっているが、ごみの減量化、リサイクルを推進するためには、

各家庭からの分別排出を徹底することが基本であり、ここ数年、各市町とも資源

ごみなどの排出区分を強化しているところである（表２－３－２）。 

     また、家庭ごみの約５割（容積比）を占める缶、びん、ペットボトルなど容器

包装廃棄物については、容器包装リサイクル法に基づいて分別収集、再商品化が

行われているところであり、県内市町の30年度実績は資料編の資料11－７のとお

りである。 

表２－３－２  市町別家庭ごみの分別排出区分（平成31年３月末現在）  

 

  

分別区分数 

資源ごみの内容 可燃 

ごみ 

不燃 

ごみ 

資源 

ごみ 

粗大 

ごみ 

その他 

ごみ 
計 

松山市 1 1 ８ 1  11 
金物・ガラス、PET、プラ容器、紙（4）、水銀

ごみ 

今治市 1 1 12 1 ２ 17 
缶、びん（3）、ＰＥＴ、紙（4）、布、プラ容器、

白色トレイ 

宇和島市 1 1 ９   ５ 16 紙（5）、PET、びん・缶（3） 

八幡浜市 1 1 11 1   14 
缶、びん、ＰＥＴ、プラ容器、紙（4）、紙パッ

ク、食用油、古着 

新居浜市 1 1 11 1 ２ 16 
缶、びん（3）、ＰＥＴ、プラ容器、紙（4）、布

類 

西条市 1 1 ７ 1 ３ 13 びん（3）、ＰＥＴ、紙（3） 

大洲市 1 1 ８ 1 １ 12 缶・びん、ＰＥＴ・トレイ、紙（5）、布 

伊予市 1 1 ９ 1 １ 13 缶、びん、ＰＥＴ、紙（4）、布、プラ容器 

四国中央市 1 1 ９ 1 １ 13 缶・びん、ＰＥＴ、紙（5）、衣類、食用油 

西予市 1 1 17 1 ３ 23 
缶（2）、びん（3）、ＰＥＴ、プラ容器、紙（4）、

金属、その他プラ、小型家電、発泡、古着・

古布類、廃食用油 

東温市 1 1 11 1   14 
缶・金属、びん・ガラス、PET、紙（4）、プラ、

電池・体温計、蛍光灯・鏡、廃食用油 

上島町 1 ３ ６ 1  11 缶、金属、有害ごみ、紙（3） 

久万高原町 1 1 15 1   18 
缶、びん、ＰＥＴ、金属、古着類、蛍光管、

乾電池、廃食用油、紙（5）、プラ、小型家

電、 

松前町 1 1 12 1  15 
缶、びん、ＰＥＴ、紙（4）、プラ、金属、布、

枝、廃食用油、わたふとん、小型家電、有

害ごみ（2） 

砥部町 1   ９ 1 ２ 13 缶、びん、ＰＥＴ、紙（4）、金属、布 

内子町 1 1 
9 

（10） 
1   

12 
（13） 

缶、びん、ＰＥＴ、トレイ、布、紙（4）【すべて

の地区】 

生ごみ【一部地域のみ】 
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伊方町 1 1 11 1 1 15 
缶、びん、ＰＥＴ、プラ、発泡スチロール、古

紙（6） 

松野町 1 １ ６ 1 ３ 12 （びん・缶）、ＰＥＴ、紙（3）、食用油 

鬼北町 1 1 11 1  12 
びん、缶、ＰＥＴ、紙（3）、古着、食用油、家

電製品、電池、蛍光灯 

愛南町 1   ７ 1 ２ 11 
びん・缶、ＰＥＴ、不燃物、新聞、雑誌、段

ボール、食用油 

注 1 資源ごみの内容のうち、紙（ ）書きは、新聞、段ボール、紙パック、雑誌などの細区分数である。 

   ２ 内子町の資源ごみ（ ）書きは、一部地域で実施している生ごみ回収を含めた数である。

   

② 対策 

    一般廃棄物の処理については、従来の大量の廃棄物を専ら焼却や埋立てによっ

て処理するシステムから、廃棄物を資源としてとらえ、資源の有効利用、環境へ

の負荷の低減の観点から積極的にリサイクルを行うシステムに変更し、資源循環

型の処理体制の構築を進めていく必要がある。 

    このため、大気汚染、水質汚濁等公害防止のための施設整備及び適切な維持管理

に加えて、分別収集区分の強化やごみ処理の有料化など、ごみの減量化やリサイク

ルの取組を積極的に推進するとともに、ごみ焼却施設、資源化施設、最終処分場等

の廃棄物処理施設を計画的かつ効率的に整備するため、市町や一部事務組合に対す

る適切な助言、情報提供に努めることとしている。 

   ア 廃棄物処理施設整備 

     市町等が国の循環型社会形成推進交付金事業として実施する廃棄物処理施設整

備事業及び合併処理浄化槽設置整備事業に対し、事業の適正実施を図るための指

導監督を行うとともに、施設設置許可、使用前検査及び埋立処分地の廃止確認等

を実施し、廃棄物の適正処理の推進を図っている。 

表２－３－３ 廃棄物処理施設整備事業の概要（令和元年度事業） 

事  業 箇所数 市 町 名 

廃棄物処理

施設整備 

汚泥再生処理

センター 

２箇所 西条市、松山衛生事務組合 

ごみ焼却施設 １箇所 西条市 

ストックヤー

ド 

２箇所 久万高原町 

   イ 合併処理浄化槽整備  

     合併処理浄化槽の設置を促進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るた

め、市町が実施する合併処理浄化槽設置整備事業に要する経費に対し県費補助を

行っている。平成30年度の国庫補助事業による設置基数は表２－３－４のとおり、

家庭などに設置される合併処理浄化槽については14市町で945基、市町が設置主

体となって浄化槽の面的整備を図る事業については４市町104基となっている。 
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表２－３－４ 合併処理浄化槽整備事業の概要（30年度事業） 

事  業 箇所数 市 町 名 

合併処理浄

化槽整備 

合併処理浄化

槽設置整備事

業 

14市町 

945基 

松山市、今治市、宇和島市、新居浜

市、西条市、大洲市、伊予市、四国中

央市、西予市、東温市、松前町、砥部

町、内子町、松野町 

浄化槽市町村

整備推進事業 

４市町 

104基 

八幡浜市、伊方町、 

鬼北町、愛南町 

   ウ 分別収集促進計画 

     県内市町における容器包装廃棄物の分別収集を促進し、資源の有効利用と廃棄

物の適正処理を確保するため、平成28年に第８期愛媛県分別収集促進計画（平成

29～33年度）を策定した。この計画では、各市町が容器包装リサイクル法に基づ

いて定めた分別収集量を取りまとめた上で、容器包装廃棄物の排出抑制やリサイ

クルに関する意識啓発、市町への助言・情報提供、その他分別収集の促進に関す

る取組を推進することとしている。 

表２－３－５ 分別収集促進計画における容器包装廃棄物の分別収集量（平成33年度計画値） 

区  分 実施市町数 分別収集量（ｔ） 

無色ガラス 19 2,261 

茶色ガラス 19 2,712 

その他ガラス 19 3,814 

ペットボトル 19 2,539 

その他プラスチック 11 9,165 

白色トレイ 6 57 

スチール缶 20 2,154 

アルミ缶 20 1,429 

段ボール 20 6,042 

飲料用紙パック  16 85 

その他紙製容器 6 450 

計 － 30,708 

 

 (2) 産業廃棄物 

  ① 現況 

    産業廃棄物には、燃え殻、汚泥、廃油等20種類が定められており、その排出及

び処理状況、処理施設の設置状況は、次のとおりである。 

   ア 発生・排出状況 

     平成27年度に実施した実態調査結果（５年ごとに実施）によると、平成26年度

の産業廃棄物の発生量は、7,696千ｔ、発生量から有価物などを除いた排出量は、
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7,526千ｔとなっている。 

    (ア) 業種別排出状況 

      業種別に見ると、製造業が4,942千ｔ（排出量の65.7％）で最も多く、次い

で、電気・水道業が924千ｔ（同12.3％）、農業が828千ｔ（同11.0％）、建設

業が713千ｔ（同9.5％）となっており、これら４業種で全体の98.5％を占めて

いる。 

表２－３－６ 業種別排出量 （単位：千ｔ/年、％） 

業   種 
  
 排 出 量 構成比 

製  造  業  4,942  65.7 

電気・水道業   924  12.3 

農    業   828  11.0 

建   設   業    713   9.5 

そ の 他                120   1.5 

合    計  7,526 100.0 

    ( イ ) 種類別排出状況 

      種類別に見ると、汚泥が4,895千ｔ（排出量の65.0％）で最も多く、次いで、

動物のふん尿が827千ｔ（同11.0％）、がれき類が589千ｔ（同7.8％）、ばい

じんが487千ｔ（同6.5％）、木くずが135千ｔ（同1.8％）、廃プラスチック類

が124千ｔ（同1.7％）、燃え殻が122千ｔ（同1.6％）となっており、これら７

種類で総排出量の95.4％を占めている。 

表２－３－７ 種類別排出量 （単位：千ｔ/年、％） 

業   種 
  
 排 出 量 構成比 

汚 泥              4,895  65.0 

動物のふん尿   827  11.0 

が れ き 類                589   7.8 

ば い じ ん                487   6.5 

木 く ず                135   1.8 

廃 プ ラ 類   124   1.7 

燃 え 殻                122   1.6 

そ の 他    347   4.6 

合    計              7,526 100.0 

    (ウ) 圏域別排出状況 

      圏域別に見ると、四国中央圏が4,417千ｔ（排出量の58.7％）で最も多く、

次いで、松山圏が983千ｔ（同13.1％）、新居浜・西条圏が898千ｔ（同

11.9％）、八幡浜・大洲圏が739千ｔ（同9.8％）、今治圏が264千ｔ（同

3.5％）、宇和島圏が226千ｔ（同3.0％）となっている。 
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表２－３－８ 圏域別排出量 （単位：千ｔ/年、％） 

業    種 
  
 排 出 量 構成比 

四 国 中 央 圏  4,417  58.7 

新居浜・西条圏    898  11.9 

 今 治 圏                  264   3.5 

松 山 圏                  983  13.1 

八幡浜・大洲圏    739   9.8 

宇 和 島 圏                  226   3.0 

合    計                7,526 100.0 

 

 イ 処理・処分状況 

     県内で発生した産業廃棄物（7,696千ｔ）の発生から処理までの概要は、図２

－３－３のとおりである。 

    ○資源化状況を見ると、排出事業者自らが再生利用し、又は他人に有償で売却し

たものと、処理業者が中間処理後再生利用したもの等を含めた資源化量の合計

は、2,423千ｔとなっている。 

    ○減量化状況を見ると、排出事業者自らが中間処理を行って減量したものと、自

治体や処理業者が中間処理を行って減量したものを含めた減量化量の合計は、

4,949千ｔ（排出量に対する減量化率65.8％）となっている。 

    ○最終処分状況を見ると、排出事業者自らが埋立処分したもの、自治体や処理業

者が未処理のまま最終処分したもの、さらに、自治体や処理業者が中間処理後

に最終処分したものを含めた最終処分量の合計は、274千ｔとなっている。 

 

図２－３－３ 発生・排出及び処理・処分の状況        （単位：千ｔ/年） 

注１）　＜＞は発生量に対する割合、（）は排出量に対する割合を示す。

注２）　図中の％表示については四捨五入しているため、総数と個々の数値の合計が一致しないものがある。
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（100.0％）

7,696

＜100.0％＞

排出量発生量

直接最終処分量

中間処理量

7,297

（97.0%）

50

＜0.6％＞

（0.7％）

274

＜3.6％＞

（3.6％）

4,949

＜64.3％＞

（65.8％）

中間処理後

最終処分量

自己未処理

自己再生利用量

その他量

残さ量

2,348

（31.2%）

減量化量
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   ウ 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可状況 

     他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を業として行う者は、知事の

許可を受けることが義務付けられている。平成30年度末の産業廃棄物処理業者の

許可件数は、表２－３－９のとおり、収集・運搬業が1,761業者で全体の89.7％

を占めており、処分業が203業者となっている。 

 

表２－３－９ 産業廃棄物処理業の許可状況     （平成31年３月31日現在） 

 収集運搬業 処 分 業 計 

平成29年度までの許可 1.745 203 1.948 

平成30年度 

新規許可 90 9 99 

更新許可 286 49 335 

変更許可 (19) (3) (22) 

失  効 52 ３ 57 

廃  止 18 4 22 

取  消 4 ０ 4 

累      計 1,761 203 1,964 

 

     また、特別管理産業廃棄物処理業者の許可件数は、293業者で、その内訳は、

表２－３－10のとおりとなっている。 

   表２－３－10 特別管理産業廃棄物処理業の許可状況 （平成31年３月31日現在） 

 収集運搬業 処 分 業 計 

平成29度までの許可 277 15 292 

平成30年度 

新規許可 14 ０ 14 

更新許可 63 ４ 67 

変更許可 (０) (０) (０) 

失  効 7 ０ ７ 

廃  止 ５ １ ６ 

取  消 ０ ０ ０ 

累      計 279 15 293 

 

   エ 産業廃棄物処理施設の設置状況 

     汚泥の脱水施設、最終処分場等21種類が産業廃棄物処理施設として定められて

おり、知事の許可を受けることが義務付けられている。平成30年度末の産業廃棄

物処理施設は、表２－３－11のとおり、487施設となっており、その内訳は、中
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間処理施設452施設、最終処分場35施設となっている。 

表２－３－11 産業廃棄物処理施設の設置状況    （平成31年３月31日現在） 

施  設  の  区  分 施設数 

中 

間 

処 

理 

施 

設 

汚 泥 の 脱 水 施 設 219 

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 機 械 ）  １ 

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ）   １ 

汚 泥 の 焼 却 施 設  17 

廃 油 の 油 水 分 離 施 設   １ 

廃 油 の 焼 却 施 設  12 

廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 中 和 施 設   １ 

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 破 砕 施 設  14 

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 焼 却 施 設  12 

木 く ず 又 は が れ き 類 の 破 砕 施 設 151 

コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設   ２ 

汚 泥 の ば い 焼 施 設   ２ 

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設   １ 

上 記 以 外 の 焼 却 施 設  18 

最   終   処   分   場  35 

合       計 487 

   

  オ 特別管理産業廃棄物の種類別・業種別排出状況 

     特別管理産業廃棄物の種類別・業種別排出状況は、表２－３－12、表２－３－

13及び以下に示すとおりである。 

     平成27年度に実施した実態調査によると、平成26年度の排出量は23,856ｔであ

り、種類別に見ると、感染性廃棄物が9,712ｔで最も多く全体の40.7％を占めて

いる。次いで、廃油が6,714ｔ（28.1％）、特定有害産業廃棄物（廃石綿を除

く）が4,679ｔ（19.6％）となっている。 

     業種別では、製造業が13,224ｔと最も多く、全体の55.4％を占め、次いで、医

療・福祉が9,102ｔ（38.2％）となっており、この２業種で93.6％を占めている。 

表２－３－12 種類別排出状況    （単位：ｔ/年） 

種 類 合 計 
廃  油 

(引火点が 
70℃未満) 

廃  酸 
(PHが2.0 
以下) 

廃ｱﾙｶﾘ 
(PHが12.5 

以上) 

感 染 性 
 
廃 棄 物 

廃石綿等 
特定有害 
産業廃棄物

（廃石綿等を除く） 

排  出  量 
（％） 

23,856 
(100) 

 6,714 
(28.1) 

 2,179 
(9.1) 

486 
(2.0) 

 9,712 
(40.7) 

86 
(0.4) 

4,679 
(19.6) 

 

表２－３－13 業種別排出状況    （単位：ｔ/年） 

業 種 合 計 製造業 
医療・ 
福祉 

教育・ 
学習 

運輸業 
サービス

業 
その他 

排  出  量 
（％） 

23,856 
(100) 

13,224 
(55.4) 

 9,102 
(38.2) 

653 
(2.7) 

 347 
(1.5) 

345 
(1.4) 

185 
(0.8) 
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カ 不法投棄の現状 

     県内の１件当たり10ｔ以上の産業廃棄物の不法投棄（特別管理産業廃棄物につ

いては、発生量を問わずすべての不法投棄）は、過去５年間でみると、平成26年

度１件11ｔ、平成27年度２件220ｔ、平成28年度１件20ｔ、平成29年度１件

2,840t、平成30年度１件33ｔとなっており、産業廃棄物の種類としては、木くず、

紙くず、廃プラスチック類、がれき類等である。これらの産業廃棄物は既に撤去

されており、環境保全上の支障はない。なお、平成30年度の事案は、宇和島市に

おいて、建設混合廃棄物及び木くずが投棄された事案である。 

     また、不法投棄を巡っては、件数及び投棄量とも減少傾向にあるものの、巧妙

かつ悪質な事案は後を絶たない。 

  ② 対策 

    産業廃棄物の最終処分場の逼迫や、ダイオキシン問題、不法投棄等の問題を踏

まえ、数次に及ぶ廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、マニフェス

ト制度の見直し、野焼きの禁止、罰則の強化等がなされたことから、この法改正

に対応するため、事業者に対する法令講習会による排出事業者処理責任の周知徹

底や、警察ＯＢを適正処理指導員として配置するなど不法投棄等不適正処理の未

然防止対策を講じた。 

   ア 産業廃棄物処理業者研修 

     産業廃棄物処理業者の資質の向上を図るため、優良産業廃棄物処理業者育成研

修会を(一社)えひめ産業廃棄物協会に委託して実施した。その概要は、表２－３

14のとおりである。 

表２－３－14 研修会の開催状況 

講 義 日 程 場 所 受講者 

 産業廃棄物処理実務

者研修（基礎編） 
平成30年７月４日（水） 

JA愛媛（松山市南堀端

町２-３） 
94人 

産業廃棄物に係る許

可手続研修 
平成30年９月５日（水） 

JA愛媛（松山市南堀端

町２-３） 
48人 

安全衛生管理研修 平成31年１月22日（火） 
JA愛媛（松山市南堀端

町２-３） 
33人 

電子マニフェスト操

作体験セミナー 
平成30年７月11日（水） 

愛媛県生涯学習センタ

ー (松山市上野町甲

650) 

28人 

処分業維持管理研修 平成30年11月７日（水） 
JA愛媛（松山市南堀端

町２-３） 
29人 

   

イ 法令講習会の開催 

     排出事業者等を対象に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令等

の説明会を表２－３－15のとおり開催し、その周知徹底を行い、資質の向上を図

った。 
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表２－３－15 法令講習会開催状況 

開  催  日 会  場 （住  所） 参 加 者 

平成31年３月４日（月） 
南予地方局 

 宇和島市天神町７－１ 
49人 

平成31年３月５日（火） 
中予地方局 

 松山市北持田町132 
57人 

平成31年３月13日（水） 
南予地方局八幡浜支局 

 八幡浜市北浜１－３－37 
33人 

平成31年３月14日（木） 
愛媛県総合科学博物館  

 新居浜市大生院2133－2 
83人 

平成31年３月18日（月） 
今治支局 

 今治市旭町１－４－９ 
32人 

    

ウ 事業者、処理業者の監視・指導 

    (ア) 産業廃棄物処理施設適正管理指導 

     ａ 立入調査 

       最終処分場の施設の管理状況を監視・指導するため、立入調査を実施し、

維持管理基準及び処理基準の遵守状況、維持管理記録簿の整備状況等の確

認・指導を行った。 

表２－３－16 最終処分場立入調査状況 

所管保健所名 安定型処分場 管理型処分場 

四 国 中 央 － ２ 

西 条 － ５ 

今 治 ２ － 

中 予 － １ 

八 幡 浜 16 １ 

宇 和 島 ６ － 

合 計 24 ９ 

     ｂ 最終処分場水質検査 

       県下の産業廃棄物最終処分場について、放流水や浸透水等の水質検査を実

施した（資料編11－５参照）。 

      ○ 管理型最終処分場 

       ・検査対象施設数 ８施設（水質汚濁防止法により水質監視を行っている１

施設を除く） 

       ・検 査 回 数 ３～６回 

       ・検 査 項 目 生活環境項目 水素イオン濃度等７項目 

              有害物質   カドミウム等28項目 

       ○  安定型最終処分場 

       ・検査対象施設数 24施設 

       ・検 査 回 数 １～６回 
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       ・検 査 項 目 生活環境項目 化学的酸素要求量 

              有害物質   カドミウム等25項目 

    (イ) 廃棄物焼却施設の立入調査 

      産業廃棄物焼却施設の構造基準、維持管理基準、ダイオキシン類排出基準等

への対応状況の確認及び指導のため、立入調査を行った。（資料編11－６参

照）。 

・立入調査回数 年１回 

・基準の遵守状況 すべての施設が基準に適合 

表２－３－17 排ガスのダイオキシン類測定結果 

施設数 測定結果（ng-TEQ/Nm３） 

26 
最小値 最大値 平均値 

＜0.01 7.9 0.87 

 

   エ 愛媛県廃棄物処理施設設置審査会の開催 

     廃棄物処理施設のうち、焼却施設、最終処分場等の設置許可に当たっては、専

門的知識を有する者の生活環境保全上の見地からの意見を聴取するため、愛媛県

廃棄物処理施設設置審査会を設置している。 

    ○  設置年月日  平成10年６月17日 

    ○  委員構成  ６名（学識経験者） 

    ○  開催状況  なし 

   オ 優良産業廃棄物処理業者の育成 

     産業廃棄物の適正処理を推進するためには、産業廃棄物処理業の実施に関して

高いモラルと優れた能力を有し、排出事業者や県民に信頼される優良な処理業者

を育成することが重要である。このため、県では、廃棄物に関する専門の知識等

を養うための研修会の実施や、処理業者への助言・指導等を適正かつ積極的に実

施する体制の強化を図るとともに、産業廃棄物処理業者が、資源循環促進税を公

正、適正に徴収するための計量設備の設置等に要する経費補助、産業廃棄物の適

正管理等についての高度な知識や専門的な能力を習得するため、県外で開催され

る講習会に参加する経費や講師を招聘し自社で講習会を開催する経費に対する補

助、環境負荷への配慮をより一層重視した経営活動を推進するため低公害車輌の

導入経費やＢ５燃料の購入経費補助のほか、優良産廃処理業者認定制度の認定等

を受けることを促進するため、認定要件となる「エコアクション２１」の認証取

得経費、「電子マニフェスト」加入のための関係機器導入経費の補助も行ってい

る。 

   カ 不法投棄対策防止の強化 

     産業廃棄物の不法投棄や野焼き､不適正な土砂などの埋立てなどを防止し、快

適な生活環境づくりを推進するためには、その早期発見と早期是正が必要であり、

不法投棄防止意識の啓発と監視体制及び不法投棄物の処理体制の確立が重要であ

(平成 30 年度休止中の施設を除く。) 
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る。 

     このため、県では、廃棄物の不法投棄防止対策として、不法投棄等に関する情

報を県民から直接受け付ける不法投棄110番を運用しており、平成30年度は７件

（全件県所管）の通報を受け対応した。また、「産業廃棄物監視指導機動斑」を

編成し、環境パトロールカーによる監視指導や、空からのヘリコプターによる監

視を行うほか、各地方局・支局ごとに、警察、海上保安部、市町等で構成する

「不法投棄防止対策推進協議会」を設置するなど監視指導や意識啓発に努めてい

る。 

     また、悪質、広域化する産業廃棄物の不法投棄事件等に迅速、的確に対応する

ため、県警との連携強化を図り、平成12年度から、循環型社会推進課に現職警察

官を配置し、不法投棄監視体制の強化を図っている。平成26年度からは、警察官

の身分ではなく行政職の職員として、県警本部からの派遣職員を配置している。 

     さらに、平成14年度からは警察ＯＢを西条・松山・宇和島の３地方局に各１名、

平成16年度からは今治、八幡浜地方局にも各１名配置したほか、監視カメラの活

用や収集運搬車両の検問など、不法投棄の未然防止、早期発見、早期是正に努め

ている。 

    (ア)  循環型社会推進課内に設置しているフリーダイヤル（産業廃棄物不法投棄

110番）により、県民から積極的に通報を受け、早期対応と被害の拡大防止を図

った。（0120-149-530 イヨノクニ、ゴミゼロ 伊予の国ゴミゼロ） 

    (イ)  不法投棄等の不適正処理を監視するため、愛媛県消防防災ヘリコプターを活

用したスカイパトロールを実施するとともに、各保健所に配備した環境パトロ

ールカーにより、住民からの苦情や通報にも迅速に対応した。 

    (ウ)  保健所ごとに「不法投棄防止対策推進協議会」を設置し、次の事項に係る具

体策を効果的に推進するため実施方法等の打合せを行った。 

     ・不法投棄防止のための監視 

          ・船舶によるシーパトロールの実施 

     ・不法投棄防止に関する意識の啓発 

     ・不法投棄物の処理 

     ・その他、不法投棄防止のための具体策の推進 

      また、地域の実情に応じた不法投棄防止活動を迅速かつ的確に行うため、市

町及び関係機関等による合同パトロール、不法投棄物の撤去及び広報誌による

啓発等を実施した。 

    (エ)  不法投棄の抑止や行為者の特定を目的として、不法投棄現場に監視カメラや

不法投棄防止看板を設置した。 

    (オ)  警察と合同で、産業廃棄物を運搬している車両の検問を実施し、マニフェス

トの携帯等について確認し、マニフェスト制度の徹底と無許可営業の取締りを

行った。 

   キ ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物対策  
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    ( ア ) 「愛媛県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」 

      県内のＰＣＢ廃棄物については、国のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計

画に沿って平成20年７月に策定した「愛媛県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計

画」に基づき、平成27年３月までに処理するため、県、松山市等関係市町、保

管事業者、収集運搬業者などがそれぞれの役割を担いつつ、連携してＰＣＢ廃

棄物の確実かつ適正な保管と処理を推進してきたところである。 

      しかしながら、ＰＣＢ廃棄物の処理の進捗状況に遅れが生じていることに加

え、非意図的に微量のＰＣＢが混入した電気機器等が大量に存在することが判

明したため、平成26年６月、国が処理期限延長に係る基本計画の変更を行うと

ともに、平成28年7月には、期限内適正処理を確実に完了するための変更を行

ったことから、平成27年３月及び平成29年５月に本県の計画についても基本計

画に沿った変更を行い、処理期限内の適正処理に努めているところである。 

【処分期間】 

・高濃度ＰＣＢ廃棄物（高圧トランス・コンデンサ等）：平成30年３月 

・高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器等・汚染物等）    ：令和３年３月 

・低濃度ＰＣＢ廃棄物               ：令和９年３月 

      なお、本県のＰＣＢ廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣ

Ｏ）が全国５箇所に整備したＰＣＢ処理事業所のうち、北九州市のＰＣＢ廃棄

物処理施設（平成16年12月稼動）で処理を行うこととなっており、平成20年11

月から多量保管事業場（該当機器を30台以上保有）分の処理が開始されている。       

( イ ) 高濃度ＰＣＢ廃棄物（高圧トランス・コンデンサ等）の処理 

      県では、ＰＣＢ廃棄物保管事業者への立入検査を実施し、平成30年３月末ま

での期限内適正処理を指導していたところであるが、処分が進められなかった

（保管事業者不存在を含む）７者８台（個）については、平成31年３月末まで

に行政代執行により処分を行った。 

(ウ) 高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器）の処理 

      令和３年３月末に処分期限を迎えるＰＣＢ使用安定器について、未届のもの

を掘り起こすとともに、保有者に対して、期限内適正処理を指導するため、平

成30年度から、「ＰＣＢ使用安定器掘り起こし調査」を実施している。 

 

２ 適正な処理施設の確保 

 ( 1 ) 一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター 

   廃棄物の適正処理及び最終処分場の安定的・長期的な確保を図るため、平成５年

９月、財団法人愛媛県廃棄物処理センターを設立し、平成12年１月17日に新居浜市

磯浦町の東予事業所で、焼却溶融施設を操業。操業に当たっては、排ガスについて

連続的に測定を行うほか、騒音、振動、悪臭、周辺地域の河川水、地下水、土壌、

ダイオキシン類等について定期的に調査し、環境法令等の基準を遵守。 

   平成22年６月11日付けで、全国で初めて微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等を高度な技術
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を用いた無害化処理を行う施設として環境大臣の認定を受け、主に微量ＰＣＢ汚染

絶縁油、小型コンデンサ等の処理を実施。平成23年度には、既存の設備では対応で

きない低濃度ＰＣＢ汚染廃電気機器等の絶縁油を抜油した後の容器等の処理を進め

るため、新たに加熱分離炉などを整備し、平成25年3月29日付けで同施設における低

濃度ＰＣＢ廃棄物処理の追加認定を受け、平成25年度より処理対象物の拡大を図っ

た。公益法人制度改革に伴い、平成26年4月1日付で、一般財団法人に移行している。 

令和元年度以降、主要な搬入元である東予管内市町の廃棄物が、他の施設で全て処

理できる目途が立ったことから、平成30年度末をもって、東予事業所の稼働を休止

している。 

   （団体の概要） 

    ○ 所 在 地          松山市一番町四丁目４番地２ 

    ○ 設  立          平成５年９月１日 

    ○ 基本財産          1,000万円 

    ○ 役  員          理事長       服部 正（(公社)愛媛県紙パルプ工業会会長） 

(H31.４.１)      専務理事     岸本 憲彦（愛媛県県民環境部長） 

               その他理事  ２名 

               監事     ２名 

   （東予事業所の概要） 

    ○ 所 在 地          新居浜市磯浦町18番78号 

    ○ 施設概要 

焼却・溶融施設：スラグ排出型ロータリーキルン方式(24時間連続運転) 

・処理能力        焼却・溶融施設 100t/日(50t/日 ２系列) 

破砕機     10t/日 

・処理物          飛灰、焼却灰、廃タイヤ、下水道汚泥、廃油、 

         廃プラスチック類、感染性廃棄物、低濃度PCB廃棄物 

加熱分離施設：ローラーコンベア式連続炉方式加熱炉 

・処理能力        焼却施設 28t/日 

・処理物          低濃度PCB廃棄物 

 休養施設        入浴施設、休憩室(焼却・溶融施設の余熱利用) 

 研究研修施設    分析室、クリーンルーム、会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 愛媛県廃棄物処理センター 

－ 191 －



３ 資源循環促進税の活用 

  産業廃棄物行政施策に充てる財源を確保し、産業廃棄物の排出抑制及び減量化並び

に資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理の確保を促進するとともに、課

税行為それ自体により事業者の排出抑制を誘引して、循環型社会の構築を推進するた

め、平成18年10月17日に「愛媛県資源循環促進税条例」を公布し、平成19年４月１日

から施行した。 

  税収は、産業廃棄物の排出抑制、減量化、有効利用を促進するための研究開発等や環

境ビジネス振興、優良な処理業者育成などの施策に活用し、具体的には､紙パルプ業界

が行う製紙スラッジ焼却灰の排出抑制等に関する研究・開発等の助成を行ったほか、地

域の循環資源を活用した再資源化システムの事業化に向けた検討を行うなど、平成30年

度は、24事業に220,881千円を充当した。 

〔平成30年度の税充当事業〕 

事    業    名 
決算額 

（千円） 

紙産業資源循環促進支援事業費 31,138  

売れるリサイクルモデル支援事業費 4,188  

循環型社会ビジネス振興事業費 3,092  

産業技術研究所試験研究費 730  

産業廃棄物処理業資源循環促進支援事業費 18,143  

優良産業廃棄物処理業者育成事業費 6,405 

廃棄物処理センター運営費補助金 27,370  

バイオ燃料利用拡大事業費 4,715  

体験型環境学習センター管理運営費 974  

微量 PCB 汚染廃電気機器処理促進事業費 1,209 

産業廃棄物不法投棄未然防止対策強化費 22,741 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業費 9,756  

汚染土砂等の不適正埋立防止対策費 1,012 

循環型社会形成推進事業費 1,802 

産業廃棄物処理対策費 2,752  

産業廃棄物処理施設適正管理指導費 11,767  

産業廃棄物行政支援交付金 58,000 

産業廃棄物処理施設等パトロール強化費 4,512 

海岸漂着物地域対策推進事業費 272 

自然公園等施設整備事業費 4,366 

環境に優しい農業生産活動推進事業費（環境保全型農業普及支援事業） 1,704  

畜産経営技術指導事業費（環境調和型畜産推進支援事業） 1,500  

地産地消飼料増産対策事業費（エコフィード利用促進事業） 1,729  

環境教育推進事業費 1,004  

計 (24 事業） 220,881  

〔平成30年度税収額〕 

 税収額：268,612千円（課税標準：295千ｔ） 
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〔課税標準・税率〕 

・課税標準は、最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量。 

・産業廃棄物の重量の計測が困難なときは、その体積に県が定める換算係数を乗じて換

算重量を算出する。 

・税率は、１トン当たり1,000円。 

・排出事業者が、自ら設置する最終処分場で埋立処分する場合の税率は、１トン当たり

500円。（ただし、最終処分業者である者については、この場合も１トン当たり1,000

円。） 

・排出事業者が、他者が設置する最終処分場の設置費用を負担して当該処分場において

委託処分する場合の税率は、１トン当たり750円。 

 

４ 災害廃棄物の適正処理 

( 1 ) 災害廃棄物処理体制の構築について 

   東日本大震災や28年４月に発生した熊本地震などを鑑み、近い将来発生が危惧さ

れる南海トラフ地震をはじめとする大規模災害時には、災害廃棄物が大量に発生し、

早期復旧の大きな阻害要因となることが懸念されていることから、あらかじめ災害

廃棄物処理計画を策定し、災害発生時の災害廃棄物の円滑・適正かつ迅速な処理及

びリサイクル推進等について平常時に可能な限り対策を講じるとともに、「オール

愛媛」の災害廃棄物処理体制の確立を図り、災害に備える必要がある。 

   このため、県では、南海トラフ巨大地震に備えて、国の指針に基づき、「愛媛県

地域防災計画」や「愛媛県地震被害想定調査」を踏まえ、「県災害廃棄物処理計

画」を平成28年４月に策定し、最大発生量3,513万トンと推計される災害廃棄物を3

年で処理することを基本に、地域特性に配慮した処理方針や処理体制等を定めると

ともに、県計画と整合性のとれた市町の「災害廃棄物処理計画」策定を支援するた

め、「市町計画策定ガイドライン」を作成・配布。 

また、災害廃棄物対策フォーラム、市町計画策定ガイドライン説明会、災害廃棄物

対策ワークショップの開催、愛媛県建設業協会やえひめ産業資源循環協会の参加も

得て県下５地域でブロック別災害廃棄物対策協議会を立ち上げた他、平成30年７月

豪雨で特に課題となった分別の徹底や仮置場の確保等の初動対応について、誰もが

容易に活用できる具体的な行動内容を取りまとめた実務マニュアルを各市町におい

て策定を進めるため、災害廃棄物処理マニュアルモデルを策定し市町に示す等、実

効性のある災害廃棄物処理体制の構築に向けた取組みを進めた。 

更に、豪雨災害の検証の中で必要性が確認された、仮置場候補地と仮設住宅建設候

補地の事前確保について、平成31年３月までにそれぞれの候補地が重複しないよう、

優先順位を付けリストアップを行った。 

 

( 2 ) 平成30年7月豪雨により発生した災害廃棄物の処理について 

   平成30年７月５日から９日までの間、愛媛県内全域で長時間にわたり多量の雨が降
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り続き、多くの地域で７月の平年雨量を大幅に超える記録的な大雨となり、広範囲

にわたり甚大な被害をもたらし、14市町で災害廃棄物が発生した。災害廃棄物の発

生推計量は、約27万トン（R元.10.1現在）と見込まれ、最も多いのは、松山市の約

11万４千トンで、大洲市の４万５千トン、宇和島市の約５万７千トン、西予市の約

３万１千トンを加えると、甚大な被害を受けた４市で全体の92.7％を占めている。 

   県では、被災地の衛生環境の保全や早期の復旧・復興を図るため、災害廃棄物の処

理責任のある市町に対し、廃棄物の分別の徹底等の助言や小規模自治体の廃棄物の

広域処理、仮置場への県職員の派遣等の支援を行ったほか、国への緊急要望による

財政支援の拡充実現など、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理に積極的に取り組んだ

結果、令和２年３月末までに、仮置場の原状復旧も含めた災害廃棄物処理事業が完

了する予定。 
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愛媛県災害廃棄物処理計画 

災害対策基本法（平成 27年 9月最終改正） 

大規模地震対策特別措置法（平成 27年 6月最終改正） 

防災基本計画(平成 27年 7月) 

環境省防災業務計画(平成 25年 9月) 

災害廃棄物対策指針(平成26年3月) 

愛媛県地域防災計画(平成 27年度) 

愛媛県地震被害想定調査(平成25年12月) 

市町地域防災計画 

市町災害廃棄物処理計画 

愛媛県災害廃棄物処理実行計画 

（市町の事務委託を受けて作成） 

災害廃棄物処理実行計画 

（被害状況に基づき具体的に作成） 

～災害発生後～ 

県 市町 

市町計画ガイドライン 
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